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随 意 契 約 理 由 書

１．業務名 ： 災害協定に基づく熊本地震被災状況航空写真撮影

２．履行場所 ： 熊本県

３．契約の相手方：名称 国際航業(株)宮崎営業所

住所 宮崎市橘通東３－１－４７

電話 0985-23-0501

４．随意契約適用法令：会計法 第29条の3 第4項及び

予算決算及び会計令 第102条の4 第3号

５．当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

(1) 目的・内容

平成２８年熊本地震対応のため、被災状況の航空写真を撮影するものである。

(2) 理由

地震が継続的に発生している中、適切かつ迅速に被災状況の航空写真を撮影す

るには、無人航空撮影機（ドローン）及び熟練したオペレータを自社で所有して

いる必要があり、電話にて災害協定業者へ照会したところ、国際航業(株))宮崎

営業所のみが対応可能であることが判明した。

そこで適切かつ迅速に対応できるのは、平成２８年度災害時における空中から

の情報収集（航空写真撮影）に関する基本協定書を締結し、無人航空撮影機及びオ

ペレータを自社で所有している国際航業(株))宮崎営業所のみである。

このため、会計法第２９条３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第

３号により、国際航業(株))宮崎営業所と随意契約を締結するものである。

（随契理由書作成者）

宮崎河川国道事務所 道路管理第二課長
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